
　　ご町内の皆様には、日頃より札幌市の公共事業にご理解とご協力を賜り、心よ
　り感謝を申し上げます

　　この度、札幌市厚別区の川下北支線及び山本連絡線の舗装改良工事を行なわせ
　て頂くこととなりました。

　　工事の内容ですが、昨年同様、縁石を新しくしたうえで、１２ｃｍの舗装厚を
　２６ｃｍに変更する工事となります。

　　工種により、片側交互通行・車両全面通行止規制をかけさせて頂きます。なお
　作業終了後は規制を解除し、通常走行できるように致します。

　　皆様の車両の通行を妨げることとなりますが、皆様のご理解とご協力を賜りま
　して、安全に早期完成を目指す所存でございますので、何卒ご協力の程宜しくお
　願い致します。

　　なお、本工事に関しましてお気づきの点、疑問等がございましたら下記の現場
　代理人までご一報頂けますよう、重ねてお願い申し上げます。

工事延長 L＝260m

現場事務所

車両通行止め規制範囲

記

工事名： 山本連絡線（川下北支線～厚別町山本1064－18地先間）

ほか１線舗装改良工事

工事場所：札幌市厚別区厚別町山本1064-18地先ほか

工事期間：令和 7 年 6 月 10 日 ～ 令和 7 年 11 月 18 日

施工期間：令和 7 年 7 月 1 日 ～ 令和 7 年 10 月 30 日

施 工 者 ：共 創 技 建 株 式 会社

電話(代表) ：011-886-6919

現場代理人：前川 大司

携 帯 携 帯：090-8370-3311

発 注 者 ： 札幌市 厚別区 土木部 維持管理課

電話（代表）：011-897-3800 当工事担当監督員：高井 和之

当工事担当監督員：長屋 祐樹

工事の流れ

縁石設置

車両通行止めの実施期間：8月18日～10月10日迄（予定）

※作業内容：車道部舗装打ち換え・歩車道表層舗設・区画線

車両通行止め規制範囲

準備工・測量

舗装切断

雨水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整

車道部舗装打ち換え

歩車道表層舗設

区画線

縁石撤去
片側交互通行規制

車両通行止規制



全施工延長　260ｍ

規制延長80ｍ

片側交互通行【昼間作業】夜間開放 詳細平面図

規制凡例
①電光掲示板
②矢印板
③止まるくん
④徐行
⑤工事中
⑥片側交互通行

⑦停止位置
⑧歩行者用通路
⑨この先100ｍ工事中
⑩この先200ｍ工事中
⑪この先300ｍ工事中
⑫工事区間始め/終り

車道幅員8.5～9.5m

⑬右折工事中
⑭左折工事中
⑮段差あり
⑯通行止め
⑰通り抜け出来ません
⑱まわり道

作業エリア

歩道幅員2.0m

歩行者通路幅員1.0m以上確保



通行止により影響を受ける近隣住民に対して、事前にパンフレット等を配布します

車両通行止【昼間作業】夜間開放 全体図

※住民車両は必ず片側からの出入を確保

迂回路

迂回路

迂回路

迂回路

※住民車両のみ

工事施工範囲



片側交互通行【昼間作業】夜間開放 全体図


